
トルコリラ/円のスワップポイント実績

1日
（2017年6月平均）

1か月
（2017年6月実績）

半年
（2017年1月～6月実績）

1年
（2016年7月～2017年6月実績）

96円
2,903円

15,703円
29,776円

くりっく365で取引できる通貨の
政策金利ランキング 1

234

8.00%6.75%1.75%1.50%0.10%

参考

25,000円

トルコリラ／円 取引証拠金
（豊商事の場合）

2017年7月20日現在

トルコリラ南アランドNZドル豪ドル日本円

高金利通貨トルコリラに注目！
スワップポイントを狙うなら

高金利通貨を買い、低金利通貨を売ることで金利差分に相当するスワップポイントが得られます。
近年、高金利通貨として特に注目を集めているのがトルコリラです。

※実際のお取引では、日々の価格変動によりスワップポイントの受払いを上回る損失が生じる恐れがありますので、十分にご注意ください。



豊商事本支店ネットワーク（受付時間：土日祝日を除く平日9:00～19:00）
～当社営業スタッフがお客様の資産運用に関する疑問やご質問にお答えします～

担当

本　　　店
札 幌 支 店
宇都宮支店

さいたま支店
池 袋 支 店
横 浜 支 店
名古屋支店
大 阪 支 店

松 山 支 店
福 岡 支 店

北海道札幌市中央区南一条西10-6 タイムスビル7F
東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-12

栃木県宇都宮市馬場通り2-1-1 NOF 宇都宮ビル4F

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-9-4 エクセレント大宮ビル3F
東京都豊島区南池袋1-25-9 今井ビル1F 
神奈川県横浜市西区北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル3F 
愛知県名古屋市中村区名駅南1-20-14 近喜サンク 
大阪府大阪市中央区久太郎町2-5-28 久太郎町恒和ビル8F 

愛媛県松山市三番町7-1-21 ジブラルタ生命松山ビル1F 
福岡県福岡市博多区博多駅南1-8-36 シティ15ビル5F

〒060-0061
〒103-0014

〒320-0026

〒330-0854 
〒171-0022 
〒220-0004 
〒450-0003 
〒541-0056 

〒790-0003 
〒812-0016 

0120-191-365
0120-770-100

0120-997-365

0120-997-524
0120-964-124
0120-997-624
0120-174-365
0120-441-377

0120-125-365
0120-998-624

金 沢 支 店 石川県金沢市南町6-1 朝日生命金沢ビル12F〒920-0919 0120-941-924

広 島 支 店 広島県広島市中区立町2-29 朝日日通広島ビル7F〒730-0032 0120-169-734

重要事項説明書（必ずお読みください）

「Yutaka24（くりっく365）」 （2015年5月）

会社の概要

リスクの概要

商　　　　号：
所 在 地：
加 入 協 会：
          　
問い合わせ先：

豊商事株式会社、金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第299号
〒103‐0014　東京都中央区日本橋蛎殻町1‐16‐12
一般社団法人金融先物取引業協会、日本証券業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
お客様サポートデスク　0120-365-281

価格変動リスク・金利変動リスク・流動性リスク・信用リスク・システム障害リスク（取引システム又は取引所、当社
及びお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注・執行・確認・取消し等が行えないこ
と）等により損失が生ずる恐れがあります。
お取引により元本損失・元本超過損が生ずる恐れがあります。
取引をする際には、お客様は買い呼び値（ビッド価格）で売り、売り呼び値（オファー価格）で買うことができます。な
お、通常ビッド価格よりもオファー価格の方が高く、この価格差（スプレッド）は相場急変によって広がる可能性が
あり、意図した通りのお取引ができないことがあります。
スワップポイントは通貨ペアのポジションによって受払いが発生します。また、その通貨ペアの金利差及びその需
給関係によっては高金利通貨の買いであっても支払いとなることがあります。

（1）

（2）
（3）

（4）

証拠金とレバレッジ

必要証拠金は東京金融取引所が算定する証拠金基準額及び取引対象である通貨ペアの価格に応じて当社が別
途定める金額によって変動しますので、通貨ペアの取引金額に対する比率（レバレッジ）は、常に一定ではありません
が、法令等の定めに従い、最大25倍以下になるように設定されています。また、少ない元手で大きな利益を手にでき
ることがありますが、反面、大きな損失につながることもあります。なお、お客様が差し入れる証拠金は、東京金融取引
所に預託することにより、当社の資金とは区分されるとともに、東京金融取引所においても同取引所の資産と区分し
て管理されます。お客様から預託を受けた証拠金が当社に滞留する場合は、株式会社三井住友銀行における金銭
信託により、当社の自己の資金とは区分して管理します。

コスト
売買手数料は１取引単位当たり片道972円（消費税込）が最大でかかります。また、反対売買時に既存の建玉を決
済しないで両建てを選択した場合、建玉を減じる際には特別約定（建玉整理）の手数料若しくは通常の手数料がそ
れぞれ徴収されますので、お客様にとっては手数料の負担が増すこととなります。

その他

取扱通貨について

お客様の注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること（クーリングオフ）はできません。個人の場合、原則益金
は雑所得として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が15％、復興特別所
得税が所得税額×2.1％※、地方税が5％となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引等の損益と通算
でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、3年間繰り越すことができます。
※復興特別所得税は、2013年から2037年まで（25年間）の各年分の所得税の額に2.1％を乗じた金額（利益に
対しては、0.315％）が、追加的に課税されるものです。

対日本円取引のうち、メキシコペソについて、当分の間、上場が延期されています。また、対日本円取引のうち、中国
人民元、インドルピー及び韓国ウォンについては、当面の間、上場が休止となっています。

検索yutaka24

http://www.yutaka24.jp/


